
令和元年８月３０日 
 
 
 
 

      県民・事業者向け手話講座の実施について 
 
１ 目  的  手話の普及など、手話を普及しやすい環境の整備に取り組むための「石川県手

話言語条例」に基づき、広く県民に手話に対する理解を深め、聴覚に障害のある

方々の自立と社会参加促進を図る。 
 

２ 開催日時及び会場 

(1)県民手話講座 

ア）日時・場所 

日  時 場  所 

R1年 10月  5日（土）11:00～12:00 七尾サンライフプラザ 第 24会議室 

R1年 10月 12日（土）12:30～13:30 輪島市ふれあい健康センター  

R1年 11月 15日（金）10:30～11:30 イオンモールかほく グリーンコート 

R1年 12月  7日（土）13:00～14:00 根上総合文化会館 204研修室 

R2年  1月 22日（水）19:00～20:00 金沢市教育プラザ富樫 123研修室 

R2年  2月 9日（日）13:00～14:00 金沢市教育プラザ富樫 123研修室 

R2年  2月 15日（土）13:00～14:00 加賀市市民会館 第 13会議室 

R2年  2月 22日（土）13:00～14:00 野々市市情報交流館カメリアホール椿 

R2年  2月 29日（土）13:00～14:00 宝達志水町民センター アステラス 小ホール 
  

イ）内容 手話に関心のある県民を対象に手話に触れる機会を提供し、市町が実施する手話奉

仕員養成研修への参加促進を図る。  
(2)事業者向手話講座 

ア）日時・場所・対象 

日  時 場  所 対  象 

R2年1月15日（水）19:00～20:00 金沢市教育プラザ富樫 123研修室 高齢者・障害者施設等 

R2年1月29日（水）14:00～15:00 加賀市市民会館 第 13会議室 飲食店・宿泊事業者 
  
イ）内容 飲食店・宿泊事業者、高齢者・障害者施設等、公共交通事業者を対象に職場で使用

する言葉を手話で学ぶ機会を提供し、聴覚に障害のある方が手話を使用しやすい環境

の整備を図る。 
 

３ 対 象 者  手話に興味のある方。 
 
４ 参 加 費  無料（ただし交通費は参加者負担） 
 
５ 申込方法  社会福祉法人石川県聴覚障害者協会に別添申込書にて申し込み 
 
６ 主  催  石川県 社会福祉法人石川県聴覚障害者協会 
 
７ 共  催  輪島市,七尾市,宝達志水町,かほく市,野々市市,金沢市,加賀市,能美市 
 
８ 問い合わせ先 石川県障害保健福祉課 

〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１丁目１番地  

       ＴＥＬ：０７６－２２５－１４２６ ＦＡＸ：０７６－２２５－１４２９ 

（問い合わせ先） 
障害保健福祉課 
課長 新谷 徹 

 外線  076-225-1425 
内線   4080 
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